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トピック 

1. マレーシア：2018年税制改正 

～10月に発表された 2018年の予算案と税制改正案について、概要をご説明します。また、今年始めに話題となった

「源泉税の対象枠の拡大について」については、再び改正が行われています。～ 

2. ASEAN域内における労働者の移動 

～ASEAN 経済共同体(AEC)は、域内における高技能労働者の移動の自由化を掲げていますが、現状としては、低技

能労働者の域内移動が活発化しています。主な受入れ国である、シンガポール、マレーシア、タイの外国人労働者に

対する制度についてご説明します。～ 

3. ［連載③］ASEANにおける地域統括会社（RHQ）の有効活用（シンガポール、マレーシア、タイ、フィ

リピン）～ASEANにおける地域統括会社（RHQ）の設立・運営について、今回はタイについてご説明します。～ 

4. 国際税務の基礎知識：「Q：日本では、海外現地法人からの配当金が非課税になると聞きましたが？」 

5. ニュース（M&A/ ビジネスマッチング案件など） 

 

1. 1. マレーシア：2018年税制改正 

 前号では、フィリピンのドゥテルテ政権発足後、初めての税制改革案について説明しました。今回は、

マレーシアで毎年この時期に発表される、2018年の予算・税制改正案についてその概要をご説明します。 

 2018年経済予測 

 10月 27日に発表された予算案の数日前に、「2018年経済報告書」が発表されました。この報告書の中

で、2018年のマレーシア経済予測については、引き続き安定的な経済成長が見込めるとしており（図 1）、

これらの予測を前提とした、今回の予算案・税制改正となります。 

 予算案の８つのテーマ 

予算案は、図 2に記載する８つのテーマから成っています。 

国として強化する重要な産業としては、石油関連、物流などが挙げられています。さらに「第 4次産業

（図 1：2018年マレーシア経済予測） 

 

（図２：2018年予算 8つのテーマ） 
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革命（インダストリー4.0）」を掲げ、デジタル経済を後押しする政策が提案されています。 

また、2050 年にマレーシアをけん引する世代に向けた投資、例として、高等教育・スポーツの強化、

女性へのエンパワーメントなど、包括的な成長を目指す国の姿勢がうかがえます。一方で、2018～22年

生まれの子供に「マレーシア子供信託基金」として 200リンギ（≒5,400円）を支給するなど、2018年

に迎える総選挙を見据えてか、少々バラマキ的な政策もあります。 

 

 主な税制改正の概要 

主な税制改正は図 3のようになっています。 

個人への恩恵としては、中間層や女性に向けた減税などが見られ、法人税については、現行優遇制度の

延長や踏襲が多く見られます。 

予算発表の前には、消費税（※GST）の廃止などの声も挙がっていましたが、結果的には、GSTにつ

いては大きな改正はなく、国が強化する重要な産業（航空、船舶、石油関連など）に対する、輸入時の

GST免除や、実務上の取り扱いを簡素化するための改正にとどまっています。 

優遇分野については、医療分野・観光分野は引き続き優遇措置の継続を発表しており、特に医療ツーリ

ズムや医療サービスの輸出には引き続き優遇税制が付与されます。観光分野については、「ビジット・マ

レーシア・イヤー2020」を掲げ、４・5つ星ホテル建設に対する投資減税や、旅行会社へのツアーパッケ

ージ収入にかかる免税措置を引き続き延長するとしています。 

 多国籍企業の誘致を目指して創

設された、地域統括会社に対する

優遇税制（プリンシパル・ハブ）に

ついて、現行措置では、その要件に

より 0％、5％、10％の３つの区分

に基づく優遇税率を付与するもの

で、現行では 2018年 3月までとな

っていますが、改正案では 2020年

まで延長されています。しかしな

がら、内容については現在レビュ

ーが行われており、その結果を待

つことになります。 

※GST＝Goods and services tax 

 国外での技術的役務等の対価に係る源泉税アップデート 

 今回の税制改正とは別になりますが、以前、4月号にてお伝えしました「源泉税の対象枠の拡大につい

て」については、再び改正が行われています。 

 非居住者に対する支払で、国外での技術的役務やサービスの提供（オフショアサービス）に対する対価

ついては、従来は源泉所得税の対象から外れていましたが、今年 1月、マレーシア国内・国外で提供され

たにもかかわらず、マレーシアで獲得されたものとみなし、国内法により源泉税課税対象とする（10％）

旨の改正がありました。 

以降、国際的な税務の取り扱いに反するなど、企業や業界団体より廃止を求める声があがっていました

（図３：2018年税制改正：主なもの） 
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が、10月 24日付で、この源泉税を免税とする省令 (Income Tax (Exemption) (No. 9) Order 2017) が発

行されました。省令の施行日は 9 月 6 日となっており、同日以降、マレーシア国外で提供されたオフシ

ョアサービスについては、従来どおり、源泉徴収は不要となります。 

 

2. ASEAN域内における労働者の移動 

 2015 年末に発足した ASEAN 経済共同体(※

AEC)は、域内における、「ヒト」「モノ」「カネ」の

動きを自由化することを目標としており、「ヒト」

については、特に高技能労働者の移動の自由化を

進めることを想定しています。 

※AEC＝ASEAN Economic Community  

  

 低技能労働者の域内移動が活発化 

 もともと、域内における労働移動は、低技能労

働者の方が活発化している現状にあります。背景

には、域内経済格差が拡大していることや、一部

の国で少子高齢化が進んでいることがあります。 

（図４：ASEAN域内の主な外国在住者数：2015年） 

 

United Nations, “Trends in International Migrant Stock”より、

10,000人以上のものにつき作成 

 

図 4 は域内における人の動きを示したものです。

ASEAN で外国人労働者の受け入れが多いのはシ

ンガポール、タイ、マレーシアです。一方で、主な

送り出し国はインドネシア、ミャンマー、ラオス、

カンボジアとなっています。 

フィリピン、ベトナムは労働者の送り出し大国

ではあるものの、ASEAN域内他国への送り出しに

限ると少なくなっています。マレーシアについて

は、外国人労働者を受け入れる一方で、シンガポ

ールへの人材流出も多くなっています。 

 

 ASEAN において、外国人労働者の主な受け入れ

先となっている、シンガポール、タイ、マレーシア

の外国人労働者の受入れ制度および最近のアップ

デートは下記のとおりです。 

 

 シンガポール 

もともと移民国家であり、現在では世界的な受

入れ大国となっているシンガポールでは、 外国人

労働者の受入体制が技能レベルに応じて明確に区

別されています。 

就労許可証は、主に低技能労働者向けの「労働

許可証（Work Permit）」、中技能労働者向けの「S

パス」、高技能労働者向けの「雇用許可証

（Employment Pass＝EP）」があり、業種、月収、

技能レベルなどによって決まります（表１）。 

（表 1：シンガポールの外国人雇用許可） 

 

 

 外国人労働者は厳格な管理体制のもと受け入れ

ており、雇用主には、毎月徴収される「外国人雇用

税」、マレーシア人以外の外国人を雇用する場合に

事前に支払う「保証金（上限 5,000S$≒41万円）」

を義務づけています。また、各雇用主には、全従業

員に占める労働許可証保持者の割合の上限が業種
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ごとに定められています。 

シンガポールでは、2010年以降、外国人労働者

の雇用規制を強化しており、今年 1 月には EPの

給与上限を引き上げるほか、EPの発給自体を厳格

化する傾向にあります。 

低技能労働者向けの労働許可証について、政府

は、既存労働力の労働生産性や需給を見ながら、

業種ごとに定められている外国人雇用税の調整に

より、外国人労働市場を管理しています。 

  

 マレーシア 

マレーシアは、古くから低技能労働者が流入し

ており、受入れ国はバラエティに富んでいます。 

就労許可証は、主に中・低技能労働者向けの「労

働許可証（Work Permit）」、高技能労働者向けの「雇

用許可証（Employment Pass＝EP）」「専門家向け

訪問ビザ（Professional Visit Pass）」があり、その

区分は主に月収などによって決まります（表 2）。

外国人労働者のうち、低技能労働者が約 98％と言

われています。 

（表２：マレーシアの外国人雇用許可） 

 

 

「外国人雇用税」については、現行では労働者

負担としていますが、2018年より雇用主負担に変

更されます。また、今回の 2018年予算案では、外

国人家内労働者（メイド）については、雇用主に対

し、仲介事業者を介さずに、直接メイドを雇用す

ることを許可するとしています。 

不法就労者を排除する取り組みとしては、今年

2月、不法労働者に対し「E-kad」という一時滞在

許可の発行を開始、許可を受けた労働者は、一定

期間内に労働許可の申請を行い、それを審査する

こととしています。 

 

 タイ 

 タイは、外国人労働者のうち、低技能労働者が

約 97％で、専門職・高技能労働者・中技能労働者

の割合は３％程度と言われています。CLM（カン

ボジア、ラオス、ミャンマー）から多くの外国人労

働者を受け入れているタイでは、もともと労働移

動の実態に制度が追い付いていない状況でした。 

 シンガポール・マレーシアと異なり、タイは

明示的には外国人労働者を技能に応じて区別して

いません。外国人が労働するためには、就労査証

による入国後、 入国管理局から就労のための滞在

許可を得た上で、労働許可を受けなければなりま

せんが、労働許可証（Work Permit）には職種、技

能レベル、賃金水準などによる分類はありません。 

不法就労者が多く、現在でも労働許可証の取得

は煩雑で時間を要することから、制度はなかなか

定着していない現状にありました。 

今年 6 月には、外国人就労管理法が施行され、

これにより外国人を不法に就労させた雇用主は、

不法就労者１人につき 40～80万バーツ（≒140万

～280万円）、労働許可証なしに就労した外国人へ

の罰則が罰金 2,000～10万バーツ（≒7千～35万

円）と５年以下の禁固刑なるなど、罰則が強化さ

れました。この施行を受けて、一時、多数の不法就

労外国人が急に出国するなど混乱も見られ、本規

制の今後の運用状況によっては、労働市場への影

響が出てくることが予想されます。 

 

 AEC に掲げる高技能労働者の移動の自由化

に向けた必要な取り組み 

これまで各国の経済成長に恩恵をもたらしてき

た外国人労働者ですが、特に、タイ、マレーシアで

は、制度上、低技能外国人労働者を長く認めなか

ったために、適切な管理ができず、深刻な人権侵

害を招いている現状もあります。 

今後、高所得国を目指す経済発展をするために

は、低技能労働者に依存した労働集約型経済を絞
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り込み、資本・知識集約型経済へ転換し、労働生産

性を向上させる方向性への取り組みを行うものと

思われます。 

 

3. ［連載②］ASEAN における地域統括会社

（RHQ）の有効活用（シンガポール、マレー

シア、タイ、フィリピン） 

 前回は、シンガポールにおける地域統括会社（※

RHQ）について説明しました。今号では、タイに

ついて説明します。 

 ASEAN における、RHQ 設置状況については、

シンガポールに設置する場合が最も多い一方、シ

ンガポールに RHQ 機能を持ちつつ、タイにも別

の機能を設置するという分散化傾向が見られたり、

また、タイだけに RHQ を設置している企業もあ

るなど、タイにおいても一定の集積がみられます。 

ジェトロの調査によると、タイの RHQ は製造

業が多く、特に自動車産業がタイに集積する中、

タイにおける RHQ の役割は、域内製造拠点に対

する技術支援機能や生産管理、部品の調達など生

産に関わる機能が多くなっています。また、顧客

に近いという点で、シンガポールから「販売・マー

ケティング機能」を移管するケースもあります。 

RHQ への優遇制度については、2015年表３の

ように改正されています。 

改正制度は、対象事業範囲の拡充と認定要件の

緩和されたことから、シンガポールなど他国と比

較しても競争力のあるものとなっています。 

また、企業が関心を寄せる理由には、上記、税制

面の減免措置だけではなく、外資企業の参入が制

限されている卸売業の一部がこの制度で可能にな

るなど、RHQ の設置でビジネス環境が改善される

可能性がある、という点にもあります。 

域内における関税撤廃や、熟練労働者の移動の

自由化により、自動車産業を中心とする日本の製

造業は、今後、域内のサプライチェーンを強化す

る方向に向かうとみられています。タイのRHQに

対する優遇措置は、この方向性を後押しするもの

になっているということが言えます。 

（表３：地域統括会社に対する優遇措置） 

 

※RHQ＝Regional Headquarter 

 

4. 国際税務の基礎知識 

 

日本では、海外現地法人からの配当金が

非課税になると聞きましたが？ 

 

① 「外国子会社配当金不算入制度」と

言われます。平成 21年より制度化

されています。 

② 一定の条件を満たした場合、日本で

受けとった配当金の「95%」が非課

税となります。 

 

 配当金非課税の背景 

海外では、利益に対して課税が行われます。 

課税後の利益を元手に日本への配当したとき、

さらに日本でも課税されるとなると、海外からの

資金回収のモチベーションが低くなり、投資活用

意欲が失われてしまうおそれがあります。 

そのため、一定の条件をもとに、海外現地法人

から受領した配当金の 95％を非課税とする制度

が、日本において定められました。 
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 非課税の条件 

制度が適用される条件は、以下のとおりです。 

外国子会社配当金不算入制度の適用条件 

Ĕ 日本本社が、海外現地法人の発行済株式等の

「25％以上」の株式等を有している。 

Ĕ 配当金の支払い義務が確定する日の「6か月以

上」前から、株式等を継続・直接保有している。 

 

 実務対応上の留意点 

この制度は、日本で配当を受け取る際には非常に

メリットの大きい制度です。実務上は、下記の点

に留意することが望まれます。 

項目 規定内容 

保有比率に

ついて 

Ĕ 原則「25％以上」ですが、租税条

約によりこの条件が緩和されている

国があります。 

平成 27 年度

税制改正 

Ĕ 国によっては、配当金が税務上「損

金」として認められる場合がありま

す。その際には、海外・日本の双方

で税金が発生せず、逆に公平性を欠

くこととなります。 

Ĕ 平成 27年度の税制改正により、海

外で配当金の損金算入が認められる

場合には、日本において当該制度を

適用できないこととなりました。 

海外で支払

った源泉徴

収税の扱い 

Ĕ 外国子会社配当金不算入制度の適用

を受けた場合、すでに海外で支払っ

た「源泉徴収税」については、次の

項目で説明する「外国税額控除」も

しくは「損金算入」の対象とするこ

とはできません。 

 

次号では、「外国税額控除」についてご説明しま

す。 

（税理士法人みらいコンサルティング） 

 

5. ニュース 

下記事項へのお問い合わせは、大久保〈michiyo-

okubo@miraic.jp〉までお知らせください。 

 

ü 案件情報 

【MA 案件 マレーシア No.20】 

事業内容：ショッピングモール 

売り出し割合：100％ 

希望金額：250,000,000マレーシアリンギット 

コメント：土地所有権付、セランゴール州。 

 

（内容若しくは ASEANに関するお問合せ） 

M irai Consulting Malaysia SDN BHD  

newsletter-asean@miraic.jp

本ニュースレターは 2017年 10月末現在の

情報に基づいて作成されたものであり、情

報提供のみを目的としています。一般的に

信頼できると思われる情報に基づき作成し

ておりますが、その信憑性・正確性を保証

するものではありません。本資料の全部又

は一部を引用、複写、転送されることはご

遠慮いただきますようお願い申し上げます 

みらいコンサルティングの ASEANネットワーク 

≪シンガポール・ジャパンデスク≫  Reanda Adept PAC 内 

≪インドネシア・ジャパンデスク≫ Reanda Bernardi内 

≪ベトナム・ジャパンデスク≫ Leadco Legal Counsel(Leadco)内 

≪フィリピン・ジャパンデスク≫  Somera Penano & Associates内 

≪ミャンマー・ジャパンデスク≫ U Min Sein Law Business内 

≪カンボジア・ジャパンデスク≫ REANDA LLKG(Cambodia) Co., Ltd 内 

≪マレーシア現地法人≫ M irai Consulting Malaysia SDN BHD  

中国その他の海外ネットワーク（https://www.miraic.jp/overseas/ ） 

内容若しくは ASEANに関するお問合せ（newsletter-asean@miraic.jp） 
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